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1 意見交換会の様子 



防災教育と教科書への掲載事例１ 

   学習指導要領の改訂 
   ・自然災害に対する学習の項目が大幅増加 
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例）小学校５年生 社会 
 「自然災害の防止」：災害が起こりやすい国土であることと、その被害を防
止するために国や都道府県が様々な対策を行っていることを学ぶ。 
  小学校６年生 理科 
 「土地の変化」：土地は火山の噴火や地震によって変化することを学ぶ。 

水管理・国土保全局と教科書出版社の説明会                    
＜平成20年度から実施＞ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

＜平成24年度＞ 
日 時： 
平成25年3月28日（木） 
１５：００～１７：００ 
相手方：教科書出版社
における小学校～高等
学校 担当者21社48名 

説明会の様子 

大日本図書株式会社 たのし
い理科６年-2 

火山活動や地震による土地
の変化について、雲仙普賢岳
の噴火や岩手・宮城内陸地震
での土砂崩壊等を取り上げて
説明している。 

教科書の掲載例① 

教科書の掲載例② 

光村図書出版株式会社 社会５ 
平成9年鹿児島県で発生した土石流の被
害を中心に自然災害を取り上げている。 
また、自然災害（土石流）を防ぐ施設として
砂防えん堤に触れている。 
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津波の教訓、６４年ぶり教科書に 「稲むらの火」が復活 
 江戸時代に紀州藩広村（現・和歌山県広川町）を襲った大津波から人々を救った実業家浜口梧陵がモデルの物語「稲
むらの火」が、浜口の伝記の形で、４月から使われる小学５年の国語教科書に載る。物語は１９３７年から１０年間、国定
国語教科書に載っており、６４年ぶりの復活だ。津波の教訓を子どもたちに再び伝えることになる。 
 発行する光村図書出版（東京）によると、教科書は全国の公立小の６割で使われる。東日本大震災の発生前から掲載
が決まっていた。鷲巣学編集本部長は「子どもたちに助け合いの気持ちや郷土への思いを学んでほしい」と話している。 
 物語は１８５４年、安政南海地震で広村が大津波に襲われた際、浜口がわらに火を放ち、暗がりで逃げ惑う村人を高台
に誘導したという実話に基づく。作家小泉八雲（ラフカディオ・ハーン）が明治時代に英語で小説化し、それを基に地元の
小学校教員が児童向けに翻訳、再構成した。 
 今回の伝記は「百年後のふるさとを守る」と題し、防災に詳しい河田恵昭関西大教授が書いた。物語の概要を紹介した
上、その後の話として、浜口が次の津波に備えるため私財を投じ、住民とともに４年をかけて全長約６００メートルの堤防
を完成させた史実を取り上げた。 
 「稲むらの火」はアジア各国の言語にも翻訳され、２００４年のスマトラ沖地震による津波被害後には、当時の小泉純一
郎首相とシンガポールのリー・シェンロン首相との間で話題になったこともある。 

防災教育と教科書への掲載事例２ 

（○○より引用） 
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防災教育に関する取り組み例 

１ ハザードマップを活用した防災教育の取り組み 

２ 歴史上の人物と現在に伝わる文化遺産を題材とした取り組み 

３ 住んでいる町の地形や災害の歴史を題材とした取り組み 



洪水ハザードマップ等を活用した防災教育 

防災キャンプ in みつけ（平成24年8月）  
（見附市立 名木野小学校生徒による 

洪水ﾊｻﾞｰﾄﾞﾏｯﾌﾟを活用した避難経路等の確認） 
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洪水ハザードマップの記載例 

まち歩き等を通じて、避難場所、危険箇所等を確認 
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１ ハザードマップを活用した防災教育の取り組み 

２ 歴史上の人物と現在に伝わる文化遺産を題材とした取り組み 

３ 住んでいる町の地形や災害の歴史を題材とした取り組み 

防災教育に関する取り組み例 



 歴史上の人物と現在に伝わる文化遺産① 

                注：デ・レーケ堰堤は、平成14年 文化庁登録有形文化財指定 
                 デ・レーケ導流堤は、平成20年 土木学会選奨土木遺産 
 
  「歴史・文化に配慮した河川整備について」国土交通省 水管理・国土保全局ＨＰ 
   http://www.mlit.go.jp/river/pamphlet_jirei/kasen/rekishibunka/index.html    

出典：筑後川歴史散策（筑後川河川事務所） 

（筑後川 福岡県・佐賀県） 
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 歴史上の人物と現在に伝わる文化遺産② 

出典：木曽三川資料室（木曽川下流河川事務所ＨＰ） 

宝暦治水（江戸時代中期）  

 宝暦3年（1753）12月25日、江戸幕府は薩摩藩にきわめて多くの費用と人力がかかる木曽
三川の治水工事を命じました。 
 工事は宝暦4年2月27日に着工し、宝暦5年5月22日に完成しました。 
 工事は薩摩藩の家老・平田靱負（ひらたゆきえ）が総奉行となり、幕府の厳しい監督のもと
に進められました。 
 しかし、最終的には多くの切腹者と病死者を出す難工事となり、平田靱負自身も工事完了
後、すべての責任をとって 自刃をしました。 
 宝歴治水の目的は、木曽三川の分流でしたが、当時の技術力では完全な分流ができませ
んでした。 
 しかし、この宝暦治水が連続した堤防を築く近代治水工事のはじまりとなったのです。 

千本松原（岐阜県海津市） 
（昭和１５年 国の史跡に指定） 

平田靱負（ひらたゆきえ） 

治水神社（岐阜県海津市 薩摩義士を祭るため建立） 
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１ ハザードマップを活用した防災教育の取り組み 

２ 歴史上の人物と現在に伝わる文化遺産を題材とした取り組み 

３ 住んでいる町の地形や災害の歴史を題材とした取り組み 

防災教育に関する取り組み例 



教育機関と連携した水防災学習(久留米市） 

○久留米市教育委員会と国土交通省の事務所が協力し、小学生にとって身近な筑後川を 
題材とした風水害対策を、正式な社会科の授業で採用。 

○国土交通省の事務所職員が先生の板書計画作成等の支援。 
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教育機関と連携した水防災学習（久留米市）

試行授業の実例（平成２４年２月、久留米市内の小学校）

取組主体：久留米市教育委員会、学校長、防災識者、国土交通省ほか
目 的：学習指導要領の改訂に伴い、正式な社会科の授業で身近な筑後川を題材とした

風水害対策を採用することで、久留米市内の小学校を対象とした幅広い防災知識
向上を目指す。また、子供を通じて保護者への防災意識向上の広がりも期待した。

経 緯：平成２３年度の小学校新学習指導要領の全面改訂実施に伴い、新たな単元に
「自然災害の防止」が取り入れられたことで、水防災学習を学校教育と河川管理者が
連携して普及促進することとした。
平成２１年度 水防災学習プログラムの方針策定
平成２２年度 新学習要領全面実施に向けた関係者ヒアリングと

水防災学習プログラム（案）作成
平成２３年度 久留米市内小学校の２校３クラスで試行授業を実施
平成２４年度 前年度に引き続き、市内小学校２校６クラスで試行授業実施 予定

内 容：５年生社会科単元の「自然災害の防止」において、身近な筑後川を題材とした
学習プログラムを作成し、４時限の試行授業を行った。
１時限目：国土の地形や気候との関わりで自然災害が起こりやすいことをつかむ
２時限目：郷土の筑後川を題材に、風水害を防止するために普段から公的機関が

行っていることをつかむ（ハザードマップの見方を知る）
３時限目：郷土の筑後川で風水害が発生した場合を題材に、公的機関の働きや

連携についてつかむ
４時限目：１～３時限目を振り返り、自然災害に備えるための防災意識を高め、

自分自身でできることを考える（風水害に対する心がけを知る）

1時限目（2月20日）
（めあて）
・何で日本は風水害が起こりやすいのだろう。
（ねらい／授業内容）
・日本で起こっている風水害の発生状況を知る。
・日本は地形的、気候的に風水害の起こりやすい国であることを知る。

2時限目（2月22日）
（めあて）
・風水害の防止のために国や県はどんな対策をしているのだろう。
（ねらい／授業内容）
・過去の筑後川における風水害の発生状況を知る
・風水害の防止のために、筑後川で国・県が行っている治水対策とその
役割を知る。
・ハザードマップの見方を知る（現状の安全度の確認、避難場所の確認）。

3時限目（2月24日）
（めあて）
・風水害の防止のためにどんな人が何をしているのだろう
（ねらい／授業内容）
・風水害が発生したら、河川管理者、自治体をはじめ、多くの人の働きで
自分たちの安全な生活が保たれていることを知る。
・万が一のことを考えて、自分たちにもできることがないかという思いを
引き出す。

（めあて）
・風水害時に自分たちができることは何だろう。
（ねらい／授業内容）
・風水害が発生したら、どんな事象が起きるかを考える。
・普段や風水害発生時に自分たちは何ができるかを考える。
・風水害に対する心がけを知る。

4時限目（2月28日）：親子参観

親御さんもハザードマップに注目授業を終えた先生の感想（効果）

・教科書どおりの内容ではなく、身近な筑後川を題材とすることで、子どもの理解が深まり、家庭で水防災について話し合う良い機会になった。
・筑後川河川事務所が持っている幅広いデータは、他の授業にも展開できると思う。今回の単元も含め、来年度以降も活用したい。

教育機関と連携した水防災学習（久留米市）

試行授業の実例（平成２４年２月、久留米市内の小学校）

取組主体：久留米市教育委員会、学校長、防災識者、国土交通省ほか
目 的：学習指導要領の改訂に伴い、正式な社会科の授業で身近な筑後川を題材とした

風水害対策を採用することで、久留米市内の小学校を対象とした幅広い防災知識
向上を目指す。また、子供を通じて保護者への防災意識向上の広がりも期待した。

経 緯：平成２３年度の小学校新学習指導要領の全面改訂実施に伴い、新たな単元に
「自然災害の防止」が取り入れられたことで、水防災学習を学校教育と河川管理者が
連携して普及促進することとした。
平成２１年度 水防災学習プログラムの方針策定
平成２２年度 新学習要領全面実施に向けた関係者ヒアリングと

水防災学習プログラム（案）作成
平成２３年度 久留米市内小学校の２校３クラスで試行授業を実施
平成２４年度 前年度に引き続き、市内小学校２校６クラスで試行授業実施 予定

内 容：５年生社会科単元の「自然災害の防止」において、身近な筑後川を題材とした
学習プログラムを作成し、４時限の試行授業を行った。
１時限目：国土の地形や気候との関わりで自然災害が起こりやすいことをつかむ
２時限目：郷土の筑後川を題材に、風水害を防止するために普段から公的機関が

行っていることをつかむ（ハザードマップの見方を知る）
３時限目：郷土の筑後川で風水害が発生した場合を題材に、公的機関の働きや

連携についてつかむ
４時限目：１～３時限目を振り返り、自然災害に備えるための防災意識を高め、

自分自身でできることを考える（風水害に対する心がけを知る）

1時限目（2月20日）
（めあて）
・何で日本は風水害が起こりやすいのだろう。
（ねらい／授業内容）
・日本で起こっている風水害の発生状況を知る。
・日本は地形的、気候的に風水害の起こりやすい国であることを知る。

2時限目（2月22日）
（めあて）
・風水害の防止のために国や県はどんな対策をしているのだろう。
（ねらい／授業内容）
・過去の筑後川における風水害の発生状況を知る
・風水害の防止のために、筑後川で国・県が行っている治水対策とその
役割を知る。
・ハザードマップの見方を知る（現状の安全度の確認、避難場所の確認）。

3時限目（2月24日）
（めあて）
・風水害の防止のためにどんな人が何をしているのだろう
（ねらい／授業内容）
・風水害が発生したら、河川管理者、自治体をはじめ、多くの人の働きで
自分たちの安全な生活が保たれていることを知る。
・万が一のことを考えて、自分たちにもできることがないかという思いを
引き出す。

（めあて）
・風水害時に自分たちができることは何だろう。
（ねらい／授業内容）
・風水害が発生したら、どんな事象が起きるかを考える。
・普段や風水害発生時に自分たちは何ができるかを考える。
・風水害に対する心がけを知る。

4時限目（2月28日）：親子参観

親御さんもハザードマップに注目授業を終えた先生の感想（効果）

・教科書どおりの内容ではなく、身近な筑後川を題材とすることで、子どもの理解が深まり、家庭で水防災について話し合う良い機会になった。
・筑後川河川事務所が持っている幅広いデータは、他の授業にも展開できると思う。今回の単元も含め、来年度以降も活用したい。



国土交通省の出前講座 
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出前講座の様子 


